
令和６年度  施策重点化方針 

１ 基本方針 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
２ 重点化事項 

■少子化対策 
  

 (1) 結婚、妊娠・出産、子育ての希望を叶える環境の整備 
 

①  結婚の希望を叶える環境づくりの推進 

特に、若い世代の結婚の希望を後押しするための取組の充実 
 
②  子どもを持つ希望を叶える環境づくりの推進 

若い世代が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりや、社

会全体で子どもと子育て世帯を支える取組の充実 
 
③  困難を有する子どもへの支援の充実 

困難を有する子どもや家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに

応じたきめ細かい支援の充実 
 
④  ワーク・ライフ・バランスを実現する働き方改革の推進 

仕事と子育てを両立できる職場環境づくり、特に、男性の育休、家事・子

育てへの参画が当たり前の社会の実現に向けた取組の強化 
 
■社会減対策 

 
 (2) 産業振興による雇用の創出と経済成長の実現 

 
⑤  若者や女性が希望する魅力ある雇用の場の創出 

デジタル・グリーンなど成長分野の企業誘致やスタートアップ支援など、

若者や女性が希望する魅力ある雇用の場の創出 
 

⑥  活力の源である産業力の強化 

本県産業力の強化につながるＤＸ・ＧＸ等の推進による成長産業の創出・

生産性向上や観光産業の振興、海外での新たな市場の獲得及び県内産業を

支える人材の確保・育成 

 

 

 

 

「やまぐち未来維新プラン」に基づき、コロナ禍からの発展的再生を着実に

実現していく中で、令和６年度においては、県政の最大かつ喫緊の課題である

人口減少の克服に向けて、本県の実情に即した、実効性の高い施策を重点的に

推進する。 

特に、加速化する少子化の克服に向けては、国の「次元の異なる少子化対策」

に積極的に呼応するとともに、現在実施している市町からの政策提案や若者・

女性への意見聴取の結果など、現場の声をしっかりと踏まえ、若者や女性に焦

点をあてた、本県独自の新たな施策を構築し、重点的に推進する。 



 (3) 新たな人の流れの創出・拡大 
 

⑦  移住・定住の促進 

山口ならではの豊かな暮らしの魅力を活かした、若者・女性や子育て世代

等の東京圏等からの移住・定住の促進 
 
⑧  若者の定着促進 

魅力ある大学づくり等を通じた県内進学の促進、県内就職対策や若者が

求める職場環境づくりの強化による若者の県内定着の促進 
 
⑨  女性の定着、活躍の促進 

Ｌ字カーブの解消に向けた取組など女性のライフイベントに応じた多様

で柔軟な働き方の実現、女性が求める職場環境づくり、産学公連携による

女性の活躍促進等 
 

 (4) 新たな時代の人づくりの推進 
 

⑩  次代を担う人材の育成 

「山口県新たな時代の人づくり推進方針」に基づく、本県の将来を担い、

未来を切り拓いていく人材育成の取組強化 
 

■当面の人口減少に対応した社会・地域づくり 
 
 (5) 持続可能な地域社会の形成 

 
⑪  デジタルの力を活用した豊かな社会づくり 

県政各分野・各地域におけるデジタル実装事例の創出、県民誰もがどこで

も手軽にデジタルサービスが利用できる環境づくりの促進 
 
⑫  未来への活力の創出 

本県の強みを活かした交流人口の拡大と山口の豊かさを実感できる交流

拠点の整備、快適でにぎわいのある未来のまちづくりの推進 
 

⑬  将来にわたり安心して暮らせる地域づくり 

医療・介護提供体制の充実・強化、健康づくりの推進、活力ある中山間

地域づくりの推進、地域交通の維持・活性化、防災・危機管理対策の強化 
 

３ 事業化に当たっての対応 

(1)  人口減少の克服に向け、市町や若者・女性など、当事者の意見を聴き、現場

の課題やニーズの変化等を的確に把握しながら、施策を構築すること。 

(2)  常にデジタル化・グリーン化などの社会の動向に目を配り、各分野の現場の

声に耳を傾け、取組の成果を県民が実感できるよう、施策の必要な見直しや工

夫に努めること。 

(3)  「次元の異なる少子化対策」の具体化など、国の動向等を的確に把握し、活

用できる政策は最大限の導入を図ること。 

(4)  部局横断的な課題に対しては、部局間の連携を積極的に進めること。 


